
農地法第４条第１項第８号の規定による承認申請書 
 

（２a未満の農業用施設） 

令和   年   月   日 

神埼市農業委員会 会長    様 

 

 

申請者 住 所  

職 業 氏 名 ○印  

 

 

下記のとおり農地を転用するため、農地法第４条第１項第８号の規定により申請しますので、承認願います。 

 

記 

 
１ 転用の目的                                             

 

２ 承認を受けようとする土地について                   神 埼 市          町  

土地の所在 地 目 
面 積 
(㎡) 

利 用 
状 況 

10a当た 
り 普 通 
収 穫 高 

(kg) 

所 有 者 
氏   名 

耕 作 者 
氏   名 

自

小

作

別 

備 考 大 字 字 地 番 登 

記 

簿 
現 

 
 

 

況 

            

            

            

            

            

            

            

            

計              ㎡    ( 田          ㎡   畑          ㎡ ) 

（佐賀県及び神埼市における個人情報に関する取扱い） 
この申請書に記載された個人情報は、その目的を達成するためにのみ使い、申請者の承諾なしに第三者に提供することはありません。 



３ 転用計画 (1) 

転 用 理 由 

の 詳 細 

 

(2) 

転用の 

時期 

工事着工時期 工事完了時期 事業の操業期間又は施設の利用期間 

    永 久    年  月  日まで 

(3) 

事業又は 

施設の概要 

建築物(又は工作物)の名称 棟 数 建築物の面積(㎡) 所 要 面 積 ( ㎡ ) 備 考 

     

     

     

     

計     

４ 資金調達

について

の計画 

 資金所要額 

総事業費                    千円            整地費                               千円 

自己資金                       千円     内訳  建設費                               千円 

借入金                         千円     その他（諸経費等）                      千円 

  (借入先                 ) 

５ 転用する

ことによっ

て生ずる

付近の土

地・作物・

家畜等の

被害防除

施設の概

要 

東… 西… 

南… 北… 

(1)申請地の造成計画の内容 
ア 盛土を行う(最高     ｍ、最低     ｍ) イ 切土を行う(最高     ｍ、最低     ｍ) 

ウ 現状のまま利用する  

(2)上記(1)に伴う被害防除措置 

ア 土留め工事をする イ 擁壁を設ける ウ 法面保護をする エ 緩衝地を設ける  

オ 防護柵を設ける カ その他(                                               ) 

(3)近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響を及ぼすおそれを生じさせないための措置 
ア 緑地、緩衝地を設ける(幅     ｍ程度) イ 建物の高さを加減する(高さ     ｍ程度)  

ウ 隣接農地への通路を確保する エ その他(                                 ) 

(4)排水計画 
① 雨水排水 ア 溜桝  イ 貯水池 ウ 水路放流 エ 自然流下 

② し尿処理 ア 合併浄化槽 イ 浄化槽 ウ くみ取り エ その他(              ) 

③ 生活雑排水 ア 合併浄化槽 イ 溜桝 ウ その他(                          ) 

④ 放流先  ア  河川  イ 道路側溝 ウ 下水道 エ 水路 オ その他(        ) 
 

６ その他     

参考事項 

○都市計画法 ・開発行為の許可 ・その他(                        ) 
○道路法 ・占用許可 ・工事承認 ・その他(              ) 
○河川法 ・占用許可 ・工作物設置許可 ・その他(              ) 
○国有財産法 ・里道、水路等の用途廃止申請 ・機能交換申請 ・その他(        ) 
○その他の法令… 

 

 


